
 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。  

  令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日  

                       大 阪 府 知 事  吉 村  洋 文    

大 阪 府 規 則 第 八 十 六 号  
大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 大 阪 府 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 、 便 房 等 の 配 置 等 を 視

覚 障 害 者 に 示 す 方 法 ）  

第 六 条  条 例 第 十 八 条 第 五 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一― 三 （ 略 ）  
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 便 所 ）  

第 七 条  条 例 第 十 八 条 第 五 項 第 一 号 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 場 合 は 、 第 三 条 第 一 号 ハ に 該 当 す

る も の で あ る 場 合 と す る 。  
 

（ 車 椅 子 使 用 者 の 利 用 上 支 障 が な い 、 共 同 住 宅 等

の 居 住 者 が 利 用 す る 駐 車 場 ） 

第 八 条  条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 則

で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。  
 一  共 同 住 宅 等 に 設 け る 主 と し て 当 該 共 同 住

宅 等 の 居 住 者 が 利 用 す る 駐 車 場 （ 以 下 「 共 同

住 宅 等 居 住 者 用 駐 車 場 」 と い う 。 ） が 昇 降 機

そ の 他 の 機 械 装 置 に よ り 自 動 車 を 駐 車 さ せ

る 構 造 の も の （ 以 下 「 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 機

械 式 駐 車 場 」 と い う 。 ） で あ る 場 合 で あ っ て 、

当 該 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 機 械 式 駐 車 場 に 設

け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 及 び 車 椅

子 使 用 者 用 駐 車 施 設 以 外 の 車 椅 子 使 用 者 が

円 滑 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な 駐 車 施 設 の 数

の 合 計 数 が 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 定 め る

数 以 上 で あ る と き  
 二  共 同 住 宅 等 居 住 者 用 機 械 式 駐 車 場 及 び 共

同 住 宅 等 居 住 者 用 機 械 式 駐 車 場 以 外 の 共 同

住 宅 等 居 住 者 用 駐 車 場 を 設 け る 場 合 で あ っ

て 、 当 該 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 機 械 式 駐 車 場 に

設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 及 び 車

椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 以 外 の 車 椅 子 使 用 者

が 円 滑 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な 駐 車 施 設 の

数 並 び に 当 該 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 駐 車 場 に

設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 共

同 住 宅 等 居 住 者 用 駐 車 場 を 二 以 上 設 け る 場

合 に あ っ て は 、 当 該 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 駐 車

場 に 設 け る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 の 総 数 ）

の 合 計 数 が 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 に 定 め る

数 以 上 で あ る と き  
 三 建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 （ 用 途 の 変 更 を し て

（ 男 子 用 及 び 女 子 用 の 区 別 、 便 房 等 の 配 置 等 を 視

覚 障 害 者 に 示 す 方 法 ）  

第 六 条  条 例 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 の 規 則 で 定

め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一― 三 （ 略 ）  
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 便 所 ）  

第 七 条  条 例 第 十 八 条 第 四 項 第 一 号 た だ し 書 の

規 則 で 定 め る 場 合 は 、 第 三 条 第 一 号 ハ に 該 当 す

る も の で あ る 場 合 と す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特 別 特 定 建 築 物 に す る こ と を 含 む 。 以 下 「 増

築 等 」 と い う 。 ） を 行 う 場 合 で あ っ て 、 当 該

増 築 等 に 係 る 部 分 に 設 け る 共 同 住 宅 等 居 住

者 用 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 数 （ 当 該 増 築

等 に 係 る 部 分 に 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 駐 車 場

を 二 以 上 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 共 同 住

宅 等 居 住 者 用 駐 車 場 に 設 け る 駐 車 施 設 の 総

数 。 ） に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 数 （ そ の 数 に

一 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り

捨 て た 数 ） 以 上 の 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設

（ 共 同 住 宅 等 居 住 者 用 機 械 式 駐 車 場 に 設 け

る 車 椅 子 使 用 者 用 駐 車 施 設 以 外 の 車 椅 子 使

用 者 が 円 滑 に 乗 降 す る こ と が 可 能 な 駐 車 施

設 を 含 む 。 ） を 設 け る と き  
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 、 案 内 設 備 ま で

の 経 路 の 部 分 ）  

第 九 条  条 例 第 二 十 七 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め る

部 分 は 、 第 三 条 第 一 号 イ 若 し く は ロ に 該 当 す る

も の 又 は 段 が あ る 部 分 若 し く は 傾 斜 が あ る 部

分 と 連 続 し て 手 す り を 設 け る 踊 場 等 と す る 。  
 

（ 制 限 の 緩 和 に 関 す る 認 定 の 申 請 ）  

第 十 条  条 例 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 知 事 の 認

定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ

く り 条 例 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書

（ 様 式 第 一 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 第 三 十

二 条 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 に は 、 知 事 が 必 要

で あ る と 認 め る 図 書 又 は 書 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 届 出 等 ）  

第 十 一 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の

規 定 に よ る 届 出 は 、 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画

書 （ 様 式 第 二 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

２  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 情 報

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 
 一― 十 一 （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

４  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 時 期

は 、 営 業 を 開 始 す る 日 の 十 四 日 前 と す る 。  

５ 条 例 第 三 十 四 条 第 三 項 （ 条 例 第 三 十 七 条 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。  
 一 ・ 二  （ 略 ）  
 

（ ホ テ ル 又 は 旅 館 の 移 動 等 円 滑 化 情 報 の 公 表 の

方 法 ）  

第 十 二 条  条 例 第 三 十 五 条 の 規 則 で 定 め る 方 法

は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す る 。 
 一― 三  （ 略 ）  

２ 条 例 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 情 報 の 公 表 は 、

原 則 と し て 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行

う も の と す る 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 変 更 の 届 出 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 視 覚 障 害 者 の 利 用 上 支 障 が な い 、 案 内 設 備 ま で

の 経 路 の 部 分 ）  

第 八 条  条 例 第 二 十 六 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め る

部 分 は 、 第 三 条 第 一 号 イ 若 し く は ロ に 該 当 す る

も の 又 は 段 が あ る 部 分 若 し く は 傾 斜 が あ る 部

分 と 連 続 し て 手 す り を 設 け る 踊 場 等 と す る 。  
 

（ 制 限 の 緩 和 に 関 す る 認 定 の 申 請 ）  

第 九 条  条 例 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 知 事 の 認

定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ

く り 条 例 第 三 十 一 条 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書

（ 様 式 第 一 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 第 三 十

一 条 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 に は 、 知 事 が 必 要

で あ る と 認 め る 図 書 又 は 書 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 届 出 等 ）  

第 十 条  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規

定 に よ る 届 出 は 、 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書

（ 様 式 第 二 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

２  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 情 報

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 
 一― 十 一 （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

４  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 時 期

は 、 営 業 を 開 始 す る 日 の 十 四 日 前 と す る 。  

５ 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 （ 条 例 第 三 十 六 条 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。  
 一 ・ 二  （ 略 ）  
 

（ ホ テ ル 又 は 旅 館 の 移 動 等 円 滑 化 情 報 の 公 表 の

方 法 ）  

第 十 一 条  条 例 第 三 十 四 条 の 規 則 で 定 め る 方 法

は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す る 。 
 一― 三  （ 略 ）  

２ 条 例 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 情 報 の 公 表 は 、

原 則 と し て 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行

う も の と す る 。  
 

（ 移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 の 変 更 の 届 出 ）  



第 十 三 条  条 例 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 当 該 変 更 を し た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、

移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 変 更 届 出 書 （ 様 式

第 三 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 事 前 協 議 ）  

第 十 四 条  条 例 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

協 議 は 、 都 市 施 設 設 置 工 事 事 前 協 議 書 （ 様 式 第

四 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

（ 工 事 完 了 の 届 出 ）  

第 十 五 条  条 例 第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 都 市 施 設 設 置 工 事 完 了 届 出 書 （ 様 式 第

六 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 現 況 調 査 の 結 果 の 報 告 ）  

第 十 六 条  条 例 第 四 十 二 条 の 規 定 に よ る 現 況 調

査 の 結 果 の 報 告 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 者 に つ い て

知 事 が 定 め る 期 限 ま で に 、 既 存 施 設 現 況 調 査 結

果 報 告 書 （ 様 式 第 七 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 国 等 に 準 ず る 者 ）  

第 十 七 条  条 例 第 四 十 二 条 第 八 号 イ 及 び 第 五 十

条 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 法 令 の 規 定 に よ り 国 又

は 地 方 公 共 団 体 と み な さ れ て 建 築 基 準 法 （ 昭 和

二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 が 準

用 さ れ る 者 と す る 。  
 

（ 改 善 計 画 の 届 出 ）  

第 十 八 条  条 例 第 四 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 者 に つ い て 知 事 が 定 め

る 期 限 ま で に 、 既 存 施 設 改 善 計 画 届 出 書 （ 様 式

第 九 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 改 善 計 画 の 変 更 の 届 出 ）  

第 十 九 条  条 例 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 改 善 計 画 の 変 更 後 速 や か に 、 既 存 施 設

改 善 計 画 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 十 一 号 ） を 提 出 し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 定 期 報 告 ）  

第 二 十 条  条 例 第 四 十 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、

改 善 計 画 を 届 け 出 た 年 度 か ら 起 算 し て 二 年 度

又 は 二 の 倍 数 の 年 度 を 経 過 し た ご と の 年 度 の

四 月 一 日 か ら 十 二 月 二 十 五 日 ま で に 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

２― ４ （ 略 ）   
 

（ 身 分 証 明 書 ）  

第 二 十 一 条 条 例 第 四 十 六 条 第 二 項 の 証 明 書 は 、

身 分 証 明 書 （ 様 式 第 十 三 号 ） と す る 。  
 

（ 書 類 の 提 出 部 数 ）  

第 二 十 二 条 第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十 三 条 か ら 第

第 十 二 条  条 例 第 三 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 当 該 変 更 を し た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、

移 動 等 円 滑 化 情 報 公 表 計 画 書 変 更 届 出 書 （ 様 式

第 三 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 事 前 協 議 ）  

第 十 三 条  条 例 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 協

議 は 、 都 市 施 設 設 置 工 事 事 前 協 議 書 （ 様 式 第 四

号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  
 

（ 工 事 完 了 の 届 出 ）  

第 十 四 条  条 例 第 四 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届

出 は 、 都 市 施 設 設 置 工 事 完 了 届 出 書 （ 様 式 第 六

号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 現 況 調 査 の 結 果 の 報 告 ）  

第 十 五 条  条 例 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 現 況 調

査 の 結 果 の 報 告 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 者 に つ い て

知 事 が 定 め る 期 限 ま で に 、 既 存 施 設 現 況 調 査 結

果 報 告 書 （ 様 式 第 七 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 国 等 に 準 ず る 者 ）  

第 十 六 条  条 例 第 四 十 一 条 第 八 号 イ 及 び 第 四 十

九 条 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 法 令 の 規 定 に よ り 国

又 は 地 方 公 共 団 体 と み な さ れ て 建 築 基 準 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 が

準 用 さ れ る 者 と す る 。  
 

（ 改 善 計 画 の 届 出 ）  

第 十 七 条  条 例 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 者 に つ い て 知 事 が 定 め

る 期 限 ま で に 、 既 存 施 設 改 善 計 画 届 出 書 （ 様 式

第 九 号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 改 善 計 画 の 変 更 の 届 出 ）  

第 十 八 条  条 例 第 四 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 改 善 計 画 の 変 更 後 速 や か に 、 既 存 施 設

改 善 計 画 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 十 一 号 ） を 提 出 し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
 

（ 定 期 報 告 ）  

第 十 九 条  条 例 第 四 十 四 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、

改 善 計 画 を 届 け 出 た 年 度 か ら 起 算 し て 二 年 度

又 は 二 の 倍 数 の 年 度 を 経 過 し た ご と の 年 度 の

四 月 一 日 か ら 十 二 月 二 十 五 日 ま で に 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

２― ４ （ 略 ）   
 

（ 身 分 証 明 書 ）  

第 二 十 条  条 例 第 四 十 五 条 第 二 項 の 証 明 書 は 、 身

分 証 明 書 （ 様 式 第 十 三 号 ） と す る 。  
 

（ 書 類 の 提 出 部 数 ）  

第 二 十 一 条 第 九 条 、 第 十 条 、 第 十 二 条 か ら 第 十



十 六 条 ま で 、 第 十 八 条 及 び 第 十 九 条 の 規 定 に よ

り 提 出 す る 書 類 の 提 出 部 数 は 、 正 本 一 部 及 び 副

本 一 部 と す る 。  
 

様
式
第
１
号
（
第

1
0
条
関
係
）

 

大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
2
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
申
請
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
2
条

 
 

 
の

規
定

に
よ

る
認

定
を

申
請

し
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

   

 

 

五 条 ま で 、 第 十 七 条 及 び 第 十 八 条 の 規 定 に よ り

提 出 す る 書 類 の 提 出 部 数 は 、 正 本 一 部 及 び 副 本

一 部 と す る 。  
 

様
式
第
１
号
（
第
９
条
関
係
）

 

大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
1
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
申
請
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
1
条

 
 

 
の

規
定

に
よ

る
認

定
を

申
請

し
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 

  

 

 

様
式
第
２
号
（
第

1
1
条
関
係
）
 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
4
条

（
第

１
項

・
第

２
項

）
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

   

 

   

〔
３
枚
中
１
枚
目
〕
  

 
 

様
式
第
２
号
（
第

1
0
条
関
係
）
 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
3
条

（
第

１
項

・
第

２
項

）
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

  

  

 

〔
３
枚
中
１
枚
目
〕
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
1
項

 

第
2
項

 

第
1
項

 

第
2
項

 



 

（
別
紙
）
大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
4
条
第
1
項
第
4
号
に
掲
げ
る
移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

 

（
略
）

 

           

３
枚
中
３
枚
目

 
（
略
）

 

 

（
略
）

 

①
駐
車
場

 
（
略
）

 

□
：
有

 

□
：
無

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

  
  
  
  
  
  
 （

略
）

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
有
無

 

避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
た
、
光
に
よ
り
火
災
の
発
生
を
伝
え
る
警
報

装
置
の
有
無

 

（
略
）

 

大
人
の
お
む
つ
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ

1
50
㎝
以
上
の
ベ
ッ
ド
を
設

け
た
便
房
の
有
無

 

項
目
 

⑥
共
用
部
分
の

 

便
所
 

           

 

（
別
紙
）
大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
3
3
条
第
1
項
第
4
号
に
掲
げ
る
移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

 

（
略
）

 

           

３
枚
中
３
枚
目

 
（
略
）

 

 

（
略
）

 

①
駐
車
場

 
（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

（
略
）

 

 

  
  
  
  
  
  
 （

略
）

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
の
内
容

 

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
有
無

  （
略
）

 

大
人
の
お
む
つ
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ

1
.2
ｍ
以
上
の
ベ
ッ
ド
を
設

け
た
便
房
の
有
無

 

項
目
 

⑥
共
用
部
分
の

 

便
所
 

           

 

  

様
式
第
３
号
（
第
1
3
条
関
係
）

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書
変
更
届
出
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

 
１

 
条

例
第

3
4
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を

変
更

し
た

 
直

前
の

届
出

の
内

容
 

 

（
略
）

 

 

  

  

 
 

様
式
第
３
号
（
第
1
2
条
関
係
）

 

移
動
等
円
滑
化
情
報
公
表
計
画
書
変
更
届
出
書

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

3
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

 
１

 
条

例
第

3
3
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
を

変
更

し
た

 
直

前
の

届
出

の
内

容
 

 

（
略
）

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

〔
３

枚
中

２
枚

目
〕
 

〔
３

枚
中

２
枚

目
〕
 



 

様
式
第
４
号
（
第
1
4
条
関
係
）
そ
の
１
 

都
市
施
設
設
置
工
事
事
前
協
議
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
し

ま
す

。
 

       

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    
   
   
   
   
   
（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

条
例
第
4
1
条
該
当
部
分
の
床
面
積
の
合
計

 

 条 例 第 41 条 

 ６ 床  面  積        
 

  

 

 

様
式
第
４
号
（
第
1
3
条
関
係
）
そ
の
１
 

都
市
施
設
設
置
工
事
事
前
協
議
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
し

ま
す

。
 

       

（
略
）

 

（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  （
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 （
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

条
例
第
4
0
条
該
当
部
分
の
床
面
積
の
合
計

 

 条 例 第 40 条 

 ６ 床  面  積        
 

  
 

      

（
略
）

 

       

 

      

（
略
）

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式
第
４
号
（
第
1
4
条
関
係
）
そ
の
２
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
道
路
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
し

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

 

  
 

様
式
第
４
号
（
第
1
3
条
関
係
）
そ
の
２
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
道
路
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
し

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

 

 

様
式
第
４
号
（
第

1
4
条
関
係
）
そ
の
３
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
公
園
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
し

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

 
 

様
式
第
４
号
（
第

1
3
条
関
係
）
そ
の
３
 

都
 市

 施
 設

 設
 置

 工
 事

 事
 前

 協
 議

 書
（
公
園
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
0
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

協
議

し
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 

 
 

  



 様 式 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

様
式
第

5
号

(
第

14
条
関
係

)
そ
の
1 

 
都
市
施
設
事
前
協
議
項
目
表

(
建
築
物

)
 

※
施
設
等
の
欄
の
「
政
令
第
○
条
」
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
施
行
令
の
該
当
条
文
・「

条
例
第
○
条
」
は
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
該
当
条
文

 

 
 建

築
物
の
名
称

 
 
 

 
 

建
築
物
の
所
在
地

 
 
 

 
○
一
般
基
準

 

 
 

施
設
等

 
チ
ェ
ッ
ク
項
目

 
 

 

 
 

廊
下
等

 

(
政
令
第

1
1
条
) 

(
条
例
第

1
4
条
) 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

②
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
敷
設

(
階
段
、
傾
斜
路
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
下
端
に
近
接
す
る
部
分

)
 
※
1
 

 
 

③
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か

(
条
例
第

1
4
条
第
２
号
に
定
め
る
特
別
特
定
建
築
物
に
限
る
。

)
 

 
 

階
段

 

(
政
令
第

1
2
条
) 

(
条
例
第

1
5
条
) 

①
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か

(
踊
場
を
除
く
。

)
 

 
 

②
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

③
段
は
識
別
し
や
す
い
も
の
か

 
 

 

④
段
は
つ
ま
ず
き
に
く
い
も
の
か

 
 

 

⑤
踊
場
へ
の
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
敷
設

(
段
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
部
分

)
 
※

2 
 

 

⑥
原
則
と
し
て
主
な
階
段
を
回
り
階
段
と
し
て
い
な
い
か

 
 

 

傾
斜
路

 

(
政
令
第

1
3
条
) 

(
条
例
第

1
6
条
) 

①
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か

(
勾
配
が

1
/
12
を
超
え
、
又
は
高
さ

16
cm
を
超
え
る
傾
斜
部
分

)
 

 
 

②
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

③
前
後
の
廊
下
等
と
識
別
し
や
す
い
も
の
か

 
 

 

④
踊
場
へ
の
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
敷
設

(
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
部
分

)
 
※

3 
 

 

⑤
両
側
に
側
壁
又
は
立
ち
上
が
り
部
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

 

(
条
例
第

1
7
条
) 

①
踏
み
段
の
段
は
認
識
し
や
す
い
も
の
か

(
階
段
状
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
限
る
。

)
 

 
 

②
く
し
板
と
踏
み
段
等
は
認
識
し
や
す
い
も
の
か

 
 

 

③
昇
降
口
に
音
声
に
よ
り
昇
降
・
移
動
の
方
向
等
を
通
報
す
る
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

便
所

 

(
政
令
第

1
4
条
) 

(
条
例
第

1
8
条
) 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

②
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
階
の
数
以
上
設
け
て
い
る
か
（

床
面
積

の
合
計
が

5
0
0
㎡
以
上
の
建
築
物
に
限
る
。）

 
 

③
光
に
よ
り
火
災
の
発
生
を
伝
え
る
警
報
装
置
を
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
て
い
る
か

（
床
面
積
の
合
計
が

1
0
,
0
0
0

㎡
以
上
の
建
築
物
に
限
る
。）

 
 

④
次
の
⑤
又
は
⑥
の
便
房
を
設
け
て
い
る
便
所

 
―

 

 
(
1
)
便
所
の
出
入
口
付
近
に
は
便
所
の
男
女
別
、
配
置
等
を
点
字
そ
の
他
の
方
法

(
文
字
等
の
浮
き
彫
り
又
は
音
に
よ

る
案
内

)
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
設
備
を
設
け
て
い
る
か

 
※

4
 

 
 

 
(
2
)
洗
面
器
又
は
手
洗
器
の
水
栓
は
操
作
が
容
易
な
方
式
の
も
の
を
設
け
て
い
る
か

(
１
以
上

) 
 

 

⑤
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
１
以
上
設
け
て
い
る
か
（
た
だ
し
、
不
特
定
多
数
の
者
等
が
利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合

計
が

1
,
00
0
㎡
以
上
の
場
合
は
、
政
令
第

1
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
数
以
上
）

 
 

 

 
(
1
)
腰
掛
便
座
、
手
す
り
等
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

 
 

 

 
(
2
)
車
椅
子
で
利
用
し
や
す
い
よ
う
十
分
な
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か

 
 

 

 
(
3
)
洗
浄
装
置
は
、
押
し
ボ
タ
ン
そ
の
他
操
作
が
容
易
な
方
式
の
も
の
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

 
(
4
)
衣
服
を
掛
け
る
た
め
の
金
具
等
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

 
(
5
)
長
さ
1
50
㎝
以
上
の
大
人
用
介
護
ベ
ッ
ド
を
設
け
、
出
入
口
に
そ
の
旨
の
表
示
を
し
て
い
る
か
（
床
面
積
の
合
計
が

5
,
00
0
㎡
を
超
え
る
建
築
物
に
限
る
。
条
例
第

1
8
条
第
８
項
各
号
に
規
定
す
る
数
以
上
）

 
 

 
 

 

 
「
告
示
第
○
号
」
は
国
土
交
通
省
告
示
第
○
号
・「

規
則
第
○
号
」
は
大
阪
府
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
第
○
条
を
示
す
。

 

 
※

1
 
告
示
及
び
規
則
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
告
示
第

1
49
7号

・
規
則
第
３
条
）

 

 
 

 
・
勾
配
が

1
／

2
0
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

(
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
除
く
。

) 

 
 

 
・
高
さ

1
6
cm
以
下
で
勾
配
が

1
／

1
2
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

(
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
除
く
。

)
 

 
 

 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

 
※

2
 
告
示
及
び
規
則
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
告
示
第

1
49
7号

・
規
則
第
４
条
）

 

 
 

 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

 
 

 
・
段
部
分
と
連
続
し
て
手
す
り
を
設
け
る
場
合

 

 
※

3
 
告
示
及
び
規
則
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
告
示
第

1
49
7号

・
規
則
第
５
条
）

 

 
 

 
・
勾
配
が

1
／

2
0
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

 

 
 

 
・
高
さ

1
6
cm
以
下
で
勾
配
が

1
／

1
2
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

 

 
 

 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

 
 

 
・
傾
斜
部
分
と
連
続
し
て
手
す
り
を
設
け
る
場
合

 

 
※

4
 
規
則
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
規
則
第

7
条

) 

 
 

 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

〔
４
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中
１
枚
目
〕

 

 



 

 

 

 
○
一
般
基
準

 

 
 

施
設
等

 
チ
ェ
ッ
ク
項
目

 
 

 

 
 

(
便
所
の
続
き

) 
⑥
水
洗
器
具
（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
）
を
設
け
た
便
房
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以
上
）

 
 

 

 
(
1
)
洗
浄
装
置
は
、
押
し
ボ
タ
ン
そ
の
他
操
作
が
容
易
な
方
式
の
も
の
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

 
(
2
)
衣
服
を
掛
け
る
た
め
の
金
具
等
を
設
け
て
い
る
か

(
１
以
上
。
た
だ
し
、
床
面
積
の
合
計
が

1
0,
00
0m

2
以
上
の
建
築

物
の
場
合
は
２
以
上

)
 

 
 

 
(
3
)
水
洗
器
具

(
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応

)
は
温
水
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か

(
床
面
積
の
合
計
が

1
0
,
0
0
0
m
2
以

上
の
建
築
物
に
限
る
。

)
 

 
 

 
(
4
)
荷
物
を
置
く
た
め
の
棚
等
を
設
け
て
い
る
か

(
床
面
積
の
合
計
が

1
0
,0
00
m2
以
上
の
建
築
物
に
限
る
。

)
 

 
 

⑦
小
便
器
を
設
け
る
場
合
は
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が

3
5
c
m
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
設
け
て
い
る
か
（
１
以
上
）

 
 

 

 
(
1
)
小
便
器
に
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か

(
１
以
上

) 
 

 

劇
場
等
の
客
席

 

(
政
令
第

1
5
条
) 

①
車
椅
子
使
用
者
部
分
を
２
以
上
設
け
て
い
る
か
（
た
だ
し
、
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が

4
0
1
以
上
の
場
合
は
、
座
席

の
数
の

0
.
5
％
以
上
）
 

 

(
1
)
幅
は
9
0c
m
以
上
で
あ
る
か
 

 

(
2
)
奥
行
き
は
1
35
cm
以
上
で
あ
る
か

 
 

(
3
)
床
は
平
ら
で
あ
る
か
 

 

敷
地
内
の
通
路

 

(
政
令
第

1
7
条
) 

(
条
例
第

2
2
条
) 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

②
段
が
あ
る
部
分
 

―
 

 
(
1
)
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か
 

 
 

 
(
2
)
識
別
し
や
す
い
も
の
か
 

 
 

 
(
3
)
つ
ま
ず
き
に
く
い
も
の
か
 

 
 

③
傾
斜
路
が
あ
る
部
分

 
―

 

 
(
1
)
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か
(勾

配
が

1
/
12
を
超
え
、
又
は
高
さ

16
c
m
を
超
え
、
か
つ
1
/2
0
を
超
え
る
傾
斜
部
分
)
 

 
 

 
(
2
)
前
後
の
通
路
と
識
別
し
や
す
い
も
の
か

 
 

 

 
(
3
)
両
側
に
側
壁
又
は
立
ち
上
が
り
部
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

駐
車
場

 

(
政
令
第

1
8
条
) 

①
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
駐
車
施
設
の
総
数
の
２
％
以
上
設
け
て
い
る
か

 

 
（
た
だ
し
、
駐
車
施
設
の
総
数
が

2
0
1
以
上
の
場
合
は
駐
車
施
設
の
総
数
の
１
％
に
２
を
加
え
た
数
以
上
）

 
 

 

 
(
1
)
幅
は
3
50
cm
以
上
で
あ
る
か
 

 
 

 
(
2
)
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
が
短
い
位
置
に
設
け
ら
れ
て
い
る
か

 
 

 

浴
室
等

 

(
条
例
第

2
3
条
) 

①
表
面
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
あ
る
か

 
 

 

②
車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
を
設
け
て
い
る
か

(
１
以
上

) 
 

 

 
(
1
)
浴
槽
、
シ
ャ
ワ
ー
、
手
す
り
等
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

 
 

 

 
(
2
)
車
椅
子
で
利
用
し
や
す
い
よ
う
十
分
な
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か

 
 

 

 
(
3
)
出
入
口
の
幅
は
8
0c
m
以
上
で
あ
る
か
 

 
 

 
(
4
)
出
入
口
の
戸
は
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
し
や
す
く
、
前
後
に
水
平
部
分
を
設
け
て
い
る
か

 
 

 

 

 

標
識
 

(
政
令
第

2
0
条
) 

①
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
又
は
駐
車
施
設
が
あ
る
こ
と
の
表
示
を
見
や
す
い
位
置
に
設
け
て
い
る
か

※
5
 

 
 

 

②
標
識
は
、
内
容
が
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か

(
日
本
産
業
規
格
Z
8
21
0
に
適
合
し
て
い
る
か

)
 
※

5 
 
 

案
内
設
備

 

(
政
令
第

2
1
条
) 

(
条
例
第

2
6
条
) 

①
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
、
大
人
用
介
護
ベ
ッ
ド
又
は
駐
車
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
等
が
あ

る
か
(
配
置
を
容
易
に
視
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
除
く
。
)
 

 
 

②
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
便
所
、
大
人
用
介
護
ベ
ッ
ド
の
配
置
を
点
字
そ
の
他
の
方
法

(
文
字
等
の
浮
き
彫

り
又
は
音
に
よ
る
案
内

)
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
設
備
を
設
け
て
い
る
か

 
 
 

③
案
内
所
を
設
け
て
い
る
か

(
①
、
②
の
代
替
措
置

)
 

 
 

 
(
1
)
案
内
所
は
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
か

 
 
 

 
※
5
 
条
例
第

4
1
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第
５
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
で
あ
っ
て
、
床
面
積
の
合
計
が
1
0
0
㎡
以
上
の
も
の
を
除
く
。
 

     

〔
４
枚
中
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○
移
動
等
円
滑
化
経
路

(
利
用
居
室
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
又
は
駐
車
施
設
に
至
る
１
以
上
の
経
路
に
係
る
基
準
)
 

 
 

施
設
等

 
チ
ェ
ッ
ク
項
目

 
 
 

 
 

(
政

令
第

1
9
条

第
2
項
第

1
号
) 

①
階
段
・
段
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か

(
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
を
併
設
す
る
場
合
は
除
く
。

)
 
※
5 

 
 

出
入
口
 

(
政

令
第

1
9
条

第
２
項
第
２
号
)
 

①
幅
は
8
0
cm
以
上
で
あ
る
か

 
※
5 

 
 

②
戸
は
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
し
や
す
く
、
前
後
に
水
平
部
分
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

廊
下
等
 

(
政

令
第

1
9
条

第
２
項
第
３
号
）
 

(
条

例
第

2
5
条

第
１
項
第
１
号
）
 

①
幅
は
1
2
0c
m
以
上
で
あ
る
か

 
※
5
 

 
 

②
区
間
5
0
m
以
内
ご
と
に
車
椅
子
が
転
回
可
能
な
場
所
が
あ
る
か

 
※
5
 

 
 

③
戸
は
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
し
や
す
く
、
前
後
に
水
平
部
分
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

④
授
乳
及
び
お
む
つ
交
換
の
で
き
る
場
所
を
設
け
て
い
る
か

(
条
例
第

2
2
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築

物
の
う
ち
、
床
面
積
の
合
計
が

5
,
00
0
m2
以
上
の
も
の
に
限
る
。
) 

 
 

傾
斜
路
 

(
政

令
第

1
9
条

第
２
項
第
４
号
）
 

①
幅
は
1
2
0c
m
以
上
(
階
段
に
併
設
す
る
場
合
は

9
0
cm
以
上
)
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

②
勾
配
は
1
／
1
2
以
下
(
高
さ
16
cm
以
下
の
場
合
は
1
／
8
以
下

)
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

③
高
さ
7
5
cm
以
内
ご
と
に
踏
幅

15
0c
m
以
上
の
踊
場
を
設
け
て
い
る
か
 
※
5
 

 
 

エ
レ

ベ
ー
タ

ー
及

び
そ

の
乗
降

ロ
ビ

ー
 

(
政

令
第

1
9
条

第
２
項
第
５
号
）
 

(
条

例
第

2
5
条

第
１
項
第
２
号
）
 

①
籠
は
必
要
階

(
利
用
居
室
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
若
し
く
は
駐
車
施
設
の
あ
る
階
又
は
地
上
階

)
に
停
止
す
る
か

 

※
5
 

 
 

②
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は

8
0
cm
以
上
で
あ
る
か
 
※
5 

 
 

③
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
に
利
用
者
を
感
知
し
、
戸
の
閉
鎖
を
自
動
的
に
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
て

い
る
か
 

 
 

④
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
に
ガ
ラ
ス
等
を
は
め
込
む
な
ど
、
籠
の
外
部
か
ら
内
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

を
設
け
て
い
る
か
 

 
 

⑤
籠
の
奥
行
き
は
1
3
5c
m
以
上
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

⑥
籠
内
に
鏡
を
設
け
て
い
る
か

 
 
 

⑦
籠
内
の
左
右
両
側
に
手
す
り
を
設
け
て
い
る
か

 
 
 

⑧
籠
内
に
設
け
る
制
御
装
置
に
は
、
非
常
の
場
合
に
外
部
の
対
応
を
表
示
す
る
聴
覚
障
害
者
に
配
慮
し
た
装
置
を
設
け

て
い
る
か
 

 
 

⑨
乗
降
ロ
ビ
ー
は
水
平
で
、

1
5
0c
m角

以
上
で
あ
る
か
 
※

5
 

 
 

⑩
籠
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
制
御
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

 
(
1
)
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
有
し
た
も
の
か

 
 
 

 
(
2
)
呼
び
ボ
タ
ン
付
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
け
て
い
る
か

(
籠
内
の
制
御
装
置
の
う
ち
、
１
以
上

)
 

 
 

⑪
籠
内
に
停
止
予
定
階
・
現
在
位
置
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

⑫
乗
降
ロ
ビ
ー
に
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

⑬
不
特
定
多
数
の
者
が
利
用
す
る

2
,
0
00
m2
以
上
の
建
築
物
に
設
け
る
も
の
の
場
合

 
―
 

 
(
1
)
籠
の
幅
は
、
1
40
cm
以
上
で
あ
る
か
 

 
 

 
(
2
)
籠
は
車
椅
子
が
転
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
状
か
 

 
 

 
(
3
)
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
制
御
装
置
を
籠
内
の
左
右
両
面
に
設
け
て
い
る
か

 
 
 

 

 
 

⑭
不
特
定
多
数
の
者
又
は
主
に
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
も
の
の
場
合

 
 

―
 

 

 
(
1
)
籠
内
に
到
着
階
・
戸
の
閉
鎖
を
知
ら
せ
る
音
声
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
、
※
6 

 
 

 
(
2
)
籠
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
点
字
そ
の
他
の
方
法

(
文
字
等
の
浮
き
彫
り
又
は
音
に
よ
る
案
内

)
に
よ
り
視
覚
障
害

者
が
利
用
し
や
す
い
制
御
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
、
※
6 

 
 

 
(
3
)
籠
内
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
に
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
知
ら
せ
る
音
声
装
置
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
、
※
6 

 
 

 
(
4
)
制
御
装
置
の
各
ボ
タ
ン
は
押
し
ボ
タ
ン
と
し
て
い
る
か

 
※
6
 

 
 

 
(
5
)
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
制
御
装
置
の
前
の
床
面
に
は
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
し
て
い
る
か

 
※
6
 

 
 

 
※
6
 
告
示
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
告
示
第

1
49
4
号
) 

 
 
 
 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

       

〔
４
枚
中
３
枚
目
〕

 

 



 

 

 

 
○
移
動
等
円
滑
化
経
路

 

 
 

施
設
等

 
チ
ェ
ッ
ク
項
目

 
 
 

 
 

特
殊
な
構
造
又
は

使
用

形
態

の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

そ
の
他
の
昇
降
機

 

(
政
令
第

1
9
条

第
２
項
第
６
号
）
 

①
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
場
合

 
 

―
 

 
(
1
)
段
差
解
消
機
(
平
成

12
年
建
設
省
告
示
第
1
4
13
号
第
１
第
７
号
の
も
の
)
で
あ
る
か
 
※
5 

 
 

 
(
2
)
籠
の
幅
は
7
0c
m
以
上
で
あ
る
か

 
※
5
 

 
 

 
(
3
)
籠
の
奥
行
き
は
1
20
cm
以
上
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

 
(
4
)
籠
の
床
面
積
は
十
分
で
あ
る
か

(
車
椅
子
使
用
者
が
籠
内
で
方
向
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

)
 
※
5
 

 
 

②
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
場
合

 
―
 

 
(
1
)
車
椅
子
使
用
者
用
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

(
平
成
1
2
年
建
設
省
告
示
第

1
4
17
号
第
１
た
だ
し
書
の
も
の

)
で
あ
る
か
 
※

 
5
 

 
 

敷
地
内
の
通
路

 

(
政
令
第

1
9
条

第
２
項
第
７
号
）
 

(
条
例
第

2
5
条

第
１
項
第
３
号
）
 

①
幅
は
1
2
0c
m
以
上
で
あ
る
か

 
※
5
 

 
 

②
区
間
5
0
m
以
内
ご
と
に
車
椅
子
が
転
回
可
能
な
場
所
が
あ
る
か

 
※
5
 

 
 

③
戸
は
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
し
や
す
く
、
前
後
に
水
平
部
分
を
設
け
て
い
る
か

 
※
5
 

 
 

④
通
路
を
横
断
す
る
排
水
溝
の
ふ
た
は
、
つ
え
、
車
椅
子
の
キ
ャ
ス
タ
ー
等
が
落
ち
な
い
も
の
と
し
て
い
る
か

 
 
 

⑤
傾
斜
路
 
 

―
 

 
(
1
)
幅
は
1
20
cm
以
上

(
段
に
併
設
す
る
場
合
は
9
0
cm
以
上

)
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

 
(
2
)
勾
配
は
1
／
12
以
下

(
高
さ
1
6c
m
以
下
の
場
合
は
1
／
8
以
下
)
で
あ
る
か
 
※
5
 

 
 

 
(
3
)
高
さ
75
cm
以
内
ご
と
に
踏
幅

1
5
0c
m
以
上
の
踊
場
を
設
け
て
い
る
か

(
勾
配
が
1
／
2
0
以
下
の
場
合
を
除
く
。
)
 
※

5
 

 
 

(
政
令
第

1
9
条

第
３
項
）

 
⑥
上
記
①
か
ら
⑤
は
地
形
の
特
殊
性
が
あ
る
場
合
は
車
寄
せ
か
ら
建
物
出
入
口
ま
で
に
限
る

 
※
5
 

 
 

 
○
視
覚
障
害
者
移
動
等
円
滑
化
経
路

(
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の

1
以
上
の
経
路
に
係
る
基
準

) 

 
 

施
設
等

 
チ
ェ
ッ
ク
項
目

 
 
 

 
 

案
内
設
備
ま
で
の

経
路
 

(
政
令
第
2
2
条
) 

(
条
例
第
2
7
条
) 

①
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
・
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
敷
設
又
は
音
声
誘
導
装
置
の
設
置

(
風
除
室
で
直
進
す
る
場
合
は
除
く
。
)
 

※
7
 

 
 

②
車
路
に
接
す
る
部
分
に
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
し
て
い
る
か

 
 
 

③
段
・
傾
斜
が
あ
る
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
部
分
に
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
し
て
い
る
か

 
※
8
 

 
 

④
経
路
上
に
設
け
る
段
を
回
り
段
と
し
て
い
な
い
か

 
 
 

 

 
※

7
 
告
示
で
定
め
る
以
下
の
場
合
を
除
く

(
告
示
第

1
49
7
号
) 

 
 

 
 
・
自
動
車
車
庫
に
設
け
る
場
合

 

 
 

 
 
・
受
付
等
か
ら
建
物
出
入
口
を
容
易
に
視
認
で
き
、
道
等
か
ら
当
該
出
入
口
ま
で
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
・
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
や
音
声
誘
導
装
置
で
誘

導
す
る
場
合

 

 
※

8
 
告
示
及
び
規
則
で
定
め
る
以
下
の
部
分
を
除
く

(
告
示
第

1
49
7号

・
規
則
第
９
条

)
 

 
 

 
 
・
勾
配
が

1
／

20
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

 

 
 

 
 
・
高
さ

1
6c
m
以
下
で
勾
配
が

1
／

1
2
以
下
の
傾
斜
部
分
の
上
下
端
に
近
接
す
る
場
合

 

 
 

 
 
・
段
部
分
又
は
傾
斜
部
分
と
連
続
し
て
手
す
り
を
設
け
る
踊
場
等

 

              

〔
４
枚
中
４
枚
目
〕

 

 



 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様
式

第
６

号
（

第
1
5
条

関
係

）
 

都
市

施
設

設
置

工
事

完
了

届
出

書
 

 

（
略

）
 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

特
定

施
設

の
設

置

工
事

の
完

了
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

（
略

）
 

 
 

様
式

第
６

号
（

第
1
4
条

関
係

）
 

都
市

施
設

設
置

工
事

完
了

届
出

書
 

 

（
略

）
 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

特
定

施
設

の
設

置

工
事

の
完

了
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

 

（
略

）
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式
第

５
号
（

第
1
4
条
関

係
）
そ

の
２

 
（
略

）
 

様
式
第

５
号
（

第
1
4
条
関

係
）
そ

の
３

 
（
略

）
 

様
式
第

５
号
（

第
1
3
条
関

係
）
そ

の
２

 
（
略

）
 

様
式
第

５
号
（

第
1
3
条
関

係
）
そ

の
３

 
（
略

）
 



  

様
式
第
７
号
（
第
1
6
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
現

況
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    
   
   
   
   
   
   
  （
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 42 条 

 ６ 床 面 積       
 

  
 

様
式
第
７
号
（
第
1
5
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

の
規

定
に

よ
り

、
現

況
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    
   
   
   
   
   
   
  （
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 41 条 

 ６ 床 面 積       
 

  
 

  

      

（
略
）

 

       

 

      

（
略
）

 

       

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

様
式

第
７

号
（

第
1
6
条

関
係

）
そ

の
２

 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
現

況
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 
 

様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
そ

の
２

 

既
存
施
設
現
況
調
査
結
果
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
1
条

の
規

定
に

よ
り

、
現

況
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様
式
第

８
号

（
第

1
6
条

関
係

）
 
（

略
）

 

様
式
第

８
号

（
第

1
5
条

関
係

）
 
（

略
）

 



 

様
式

第
９

号
（

第
1
8
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
建
築
物
）

 

 

（
略
）

 

 
    （ 略 ）
 

（
略
）

 
（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 （
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 42  条 

６ 床  面  積 

  

 

（
略
）

 

  
 

様
式

第
９

号
（

第
1
7
条

関
係

）
そ

の
１

 

既
存
施
設
改
善
計
画
届
出
書
（
建
築
物
）

 

 

（
略
）

 

 
    （ 略 ）
 

（
略
）

 
（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 （
略
）

 

（
略
）

 

 

条 例 第 41  条 

６ 床  面  積 
  

 

（
略
）

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
式
第

９
号

（
第

1
8
条

関
係

）
そ
の

２
 

（
略

）
 

様
式
第

９
号

（
第

1
7
条

関
係

）
そ
の

２
 

（
略

）
 



 

様
式

第
1
0
号

（
第

1
8
条

、
第

1
9
条

、
第

2
0
条

関
係

）
 

３
枚

中
１

枚
目

・
３

枚
中

２
枚

目
 

（
略

）
 

 
 （ 略 ）
 

  

 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

【
注
意
】
 
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

９
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
(
1)
欄
、
(
2)
欄
、
(3
)
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
 

だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

1
1
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
変
更
後
の
内
容
を
(1
)
欄
又
は
(
2)
欄
に
、
そ

 

の
理
由
を
(3

)
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

1
2
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
(
2)
欄
に
「
了
」
又
は
「
未
」
を
記
入
し
て
く
 

だ
さ
い
。

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔

３
枚

中
３

枚
目

〕
 

  
 

様
式
第
1
1
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
4
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

改
善

計
画

の
変

更
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
 （
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 42 条 

 ６ 床 面 積       
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

様
式

第
1
0
号

（
第

1
7
条

、
第

1
8
条

、
第

1
9
条

関
係

）
 

３
枚

中
１

枚
目

・
３

枚
中

２
枚

目
 

（
略

）
 

  
 （ 略 ）
 

  

 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

【
注
意
】
 
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

７
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
(
1)
欄
、
(
2)
欄
、
(3
)
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
 

だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

９
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
変
更
後
の
内
容
を
(1
)
欄
又
は
(
2)
欄
に
、
そ

 

の
理
由
を
(3

)
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
様

式
第

1
0
号

に
添
付
す
る
場
合
は
、
(
2)
欄
に
「
了
」
又
は
「
未
」
を
記
入
し
て
く
 

だ
さ
い
。

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔

３
枚

中
３

枚
目

〕
 

  
 

様
式
第
1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

改
善

計
画

の
変

更
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
 （
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 41 条 

 ６ 床 面 積       
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

（
略
）

 

       

 

様
式
第
1
1
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
4
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

改
善

計
画

の
変

更

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 

 
 

 

    

（
略
）

 

       

 

様
式
第
1
1
号
（
第
1
8
条
関
係
）
そ
の
２
 

既
存
施
設
改
善
計
画
変
更
届
出
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

改
善

計
画

の
変

更

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

 

（
略
）

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

様
式
第
1
2
号
（
第
2
0
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
5
条

の
規

定
に

よ
り

、
改

善
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

実
施

の
状

況
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    
   
   
   
   
   
   
  （
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 42 条 

 ６ 床 面 積       
 

  

 

      

（
略
）

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
式
第
1
2
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
１
 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
建
築
物
）

 
 

（
略
）

 
 

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
改

善
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

実
施

の
状

況
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

      

（
略
）

 

（
略
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    
   
   
   
   
   
   
  （
略
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

  
（
略
）

 

（
略
）

 

 
 

 
 

 条 例 第 41 条 

 ６ 床 面 積       
 

  

 

      

（
略
）

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

様
式
第

1
2
号
（
第
2
0
条
関
係
）
そ
の
２

 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

 
大

阪
府

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

第
4
5
条

の
規

定
に

よ
り

、
改

善
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

実
施

の
状

況
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

  

 
 

 

様
式
第

1
2
号
（
第
1
9
条
関
係
）
そ
の
２

 

既
存
施
設
改
善
工
事
定
期
報
告
書
（
駐
車
場
）

 

 

（
略
）

 

 

 
大

阪
府

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

条
例

第
4
4
条

の
規

定
に

よ
り

、
改

善
計

画
に

基
づ

く
工

事
の

実
施

の
状

況
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

 

（
略
）

 

 

 

  

 
 

  

 

   

様
式
第
1
3
号
（
第
2
1
条
関
係
）
 

（
表
）

 

身
 

分
 

証
 

明
 

書
 

 

（
略

）
 

 

上
記

の
者

は
、

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
の

た
め

の
立

入
り

を
行

う
職

員
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

略
）

 

（
略

）
 

  
 

 

   

様
式
第
1
3
号
（
第
2
0
条
関
係
）
 

（
表
）

 

身
 

分
 

証
 

明
 

書
 

 

（
略

）
 

 

上
記

の
者

は
、

大
阪

府
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
条

例
第

4
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
調

査
の

た
め

の
立

入
り

を
行

う
職

員
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

略
）

 

（
略

）
 

  
 

 
 
 

 
 
 

（略） （略） 



附  則  

( 施 行 期 日 ) 

１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

( 経 過 措 置 ) 

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 以

下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ て い る 申 請 書 そ の 他 の 書 類 は 、 改

正 後 の 大 阪 府 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 様 式

に よ り 提 出 さ れ た も の と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 旧 規 則 様 式 第 十 三 号 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 身 分 証

明 書 で 現 に 効 力 を 有 す る も の は 、 新 規 則 様 式 第 十 三 号 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た

も の と み な す 。  

４  旧 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 新 規

則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

（
裏
）

 

 

（
略
）

 

 第
46
条

 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
事
前
協
議
に
係
る
第
4
1
条
第
１

項
各
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
又
は
現
況
調
査
に
係
る
既
存
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
都
市
施
設
又
は

既
存
施
設
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
略
）

 

 

 

（
裏
）

 

 

（
略
）

 

 第
45
条

 
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
事
前
協
議
に
係
る
第
4
0
条
第
１

項
各
号
に
掲
げ
る
都
市
施
設
又
は
現
況
調
査
に
係
る
既
存
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
都
市
施
設
又
は

既
存
施
設
の
状
況
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
略
）

 

 

  


